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｢今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会｣報告書（平成１８年６月）のフォローアップ 

（令和元年６月１２日現在） 

報 告 書 の 内 容 
取  組  状  況 

項    目 指  摘  内  容 

Ⅰ．総論 

（1）自動車事故対策事業の

効率的で効果的な実施 

自動車事故対策計画を策定した平成

１４年時と比較して、自動車事故対策

事業の必要性は変わっていないと考え

られるが、引き続き、一層効率的で効

果的な事業の実施を図る必要がある。 

○ 毎年度、予算要求・執行の過程を通じて効率的・効果的な事業の実施を確保。 

○ 平成２３年度～２４年度において、事業の効率化を図る観点から、今後の自動車損害

賠償保障制度のあり方に係る懇談会において、財源論・必要性・効率性の論点を踏ま

え、個別の運用益事業の今後のあり方について見直しを実施し、平成２５年度の事業に

反映し、検討結果について自動車損害賠償責任保険審議会において報告。 

（2）（独）自動車事故対策機

構の業務の重点化 

 

（独）自動車事故対策機構は、ニーズ

の高い業務の充実、ニーズの低い業

務の縮減により、一層の重点化を図る

べきである。 

○ ＮＡＳＶＡの第三期中期目標・計画に引き続き、第四期中期目標・計画（平成２９～３３

年度）等に基づき、指導講習や適性診断の民間参入に伴う、安全指導業務から被害者

援護業務（委託病床の拡充、訪問支援の充実・強化等）や自動車アセスメント業務へ業

務を重点化・深度化。 

参考資料１ 
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（3）一般会計からの繰戻し 

自動車事故対策事業の安定的な実

施の観点から望ましくなく、引き続き財

務省に対して早期の繰戻しを求める必

要がある。  

○ 令和元年度予算において、３７．２億円の繰戻しが措置されることとなり、平成３０年度

予算から１４億円を増額（前年度比１．６賠）した上で、２年連続の繰戻しが行われる。 

 

○ 平成２９年１２月１８日付けの大臣間覚書においては、「毎年度の具体的な繰戻額につ

いては、被害者等のニーズに応じて被害者保護増進事業等が安定的、継続的に将来に

わたって実施されるよう十分に留意しつつ、一般会計の財政事情、自動車安全特別会

計の収支状況等に照らし、財務省及び国土交通省が協議の上、決定することとする。」

とされており、引き続き毎年度の予算要求において、繰戻しを求めていく。 

Ⅱ．各論 

１．重度後遺障害者が専門的な治療･看護を受けられる機会の確保 

 

(1)療護センターの活用 

①療護センターの長期滞留傾向の解

消 

○ 平成９年９月から５年となっていた入院期間を平成１９年４月以降の入院から３年以内

に設定し、効果的・集中的な治療・看護により、早期脱却を図っており、現在、長期滞留

傾向は概ね解消｡ 

 ②療護センターの認知度の向上 

○ ＮＡＳＶＡにおいて、報道関係者及び被害者団体（総会、学習会等の機会を通じて）に

療護施設を周知。また、損害保険会社、（一社）日本損害保険協会及び損害保険料率算

出機構に対する周知を引き続き実施。 

○ 各療護施設の事務職員及びメディカルソーシャルワーカーが、病院等の関係機関に対

して、訪問又は電話により療護施設を周知。 
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③療護センターの治療･看護技術の普

及 

○ 療護施設において、脳神経外科・意識障害学会や医療専門誌等への発表を積極的に

実施。平成２１～３０年度において、日本脳神経外科学会や日本意識障害学会におい

て、計３９８件の研究成果の発表を実施。 

なお、平成２１年度から中部療護センターにおいて岐阜大学大学院と連携を進めてお

り（平成３０年度までに７名が入学）、上記のうち２４件の研究成果の発表を実施。 

○ 協力病院からの研修ニーズを踏まえた研修プログラムを作成し、平成２１～３０年度に

おいて、各療護センターで協力病院及び協力施設の看護師向け研修を開催し、これまで

に、計４５回、１８９病院及び１２施設、３２３人が受講。 

(2)療護センター機能の委

託 

意欲ある一般病院に対し､療護センタ

ー機能を委託し､治療･看護機会を拡

充 

○ 平成１９年１２月から北海道･九州地区において､療護センター機能の一部を委託する

いわゆる委託病床を開始。平成２５年１月から近畿地区、平成２８年５月から関東西部

地区において、委託病床を拡充。平成３０年度までに計２１２人の患者を受け入れ、５０

人が遷延性意識障害から脱却。 

 

○ 急性期～亜急性期～慢性期において連続した治療・リハビリの臨床研究を行い、ガイ

ドライン、プログラム等を策定し、遷延性意識障害者のための治療・リハビリの検討、改

善及び成果の普及並びに研究及び人材育成をするための必要な態勢を確保し、遷延性

意識障害者に精通する脳外科医等の育成を行う「一貫症例研究型委託病床」を平成２９

年度から藤田医科大学病院（愛知県）に新たに設置し、平成３０年１月から患者の受け

入れを開始。 

 

○ 療護施設の空白地域となっている地方部を中心に小規模委託病床を平成３０年度か

ら展開し、適切かつ質の高い治療・看護を提供（平成３０年度は金沢脳神経外科病院

（石川県）で５床設置。令和元年度も他の空白地域で５床設置予定。）。 

○ 療護施設全体の今後のあり方について、現状及び今後の課題等について整理した上

で、より公平な治療機会を確保する観点から、関係者の意見・ニーズや新たな技術の

向上を踏まえつつ、地理的要因のほか、病床数・看護基準等の委託基準の見直しも含

め、引き続き検討。 
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(3)短期入院協力病院の拡

充等 

①短期入院協力病院の指定数を増や

し、各都道府県に協力病院を確保 

○ 短期入院協力病院は全国に１８９病院を指定。また、平成２５年度より、短期入所（ショ

ートステイ）を積極的に受け入れる協力施設として全国に１０７施設を指定。平成３０年度

において各都道府県に協力施設を確保済。 

○ 協力病院の短期入院の利用促進等を図るため、平成２２、２３年度において有識者や

被害者団体等との意見交換会を開催し、利用促進に繋がる方策等を検討。また、引き

続き、被害者等のニーズにあった被害者救済対策の検討等を行うため、平成２４年度よ

り毎年度、被害者救済対策に係る意見交換会を開催し、協力病院・施設における短期

入院・入所の更なる利用促進方策や介護家族の負担軽減を図る方策等を検討。 

②協力病院と療護センター等との連携

･ 交流 

○ 平成２０年度から各地域において、協力病院、療護センター及びＮＡＳＶＡの担当者に

よる意見交換会を開催。平成２５年度から、国土交通省や協力施設、被害者団体も参加

した意見交換会を開催。 

○ 協力病院からの研修ニーズを踏まえた研修プログラムを作成し、平成２１～３０年度に

おいて、各療護センターで協力病院及び協力施設の看護師向け研修を開催し、これまで

に、計４５回、１８９病院及び１２施設、３２３人が受講。（再掲） 

○ ＮＡＳＶＡ機関誌、介護料受給世帯への訪問支援、交流会等により、協力病院・施設の

利用を案内。 

(4)介護料の支給対象品目

等の見直し 

①介護料の支給対象品目をニーズの

高いものへ見直し 

○ 介護料受給世帯からのニーズが高かった①紙おむつ②尿とりパッド③痰吸引用カテー

テルの３品目について､平成１９年度から介護料支給対象品目に追加｡ 

○ 導尿カテーテル等について、平成２７年度から支給対象品目に追加。 
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②介護料や短期入院費用助成に関す

る支給要件見直し 

○ 特Ⅰ種（脳損傷者）の介護料受給者に対して２年毎に提出を求めている診断書につい

て､平成２１年度からその提出期間を３年毎に延長。 

○ 短期入院（入所）費用助成の上限範囲を、平成２３年度から「年間４５日以内かつ年間

４５万円以内」に拡大するとともに、１回の助成限度額を「入院（入所）１日当たり１万円の

上限額に患者移送費を加えた額」に拡大。 

○ 介護料支給額について、労災介護補償給付額の引き上げに合わせ増額改定を実施。 

２．心のケアや情報提供を受けることが出来る環境の整備 

 

(1)関係機関等との連携体

制の構築 

国土交通省を中心に､関係機関(市区

町村･都道府県警察･救急病院等)､関

係団体 (医師会･弁護士会等)との連

携体制の構築 

○ 国土交通省自動車交通局保障課（当時）に平成２０年７月に「被害者保護企画官」を、

平成２２年１０月に「被害者対策係」を設置し、被害者団体の総会等への出席や意見交

換会の開催等、連携を強化。 

○ ＮＡＳＶＡ本部・（主管）支所において、地域の拠点病院・市町村等へ訪問し、意見交換

を実施。 

(2)自動車事故対策機構に

よる相談対応や情報提

供の充実 

①相談窓口機能の充実･提供情報の

拡充 

○ 各関係機関･団体が行っている各種支援策の情報を集約し､交通事故被害者やその家

族に総合的な情報提供を行う窓口として､平成１９年１０月、｢ＮＡＳＶＡ交通事故被害者

ホットライン｣を開設。平成３０年度は、１，６６９件の問い合わせに対して情報提供を実

施。関越道における高速ツアーバス事故の際には、被害者への制度周知や休日も開設

して対応を行った。加えて軽井沢スキーバス事故の際にも被害者への制度周知を行っ

た。 

○ ＮＡＳＶＡ支所の担当者が介護料受給世帯を訪問して個別相談に応じる「訪問支援」を

実施（平成３０年度訪問実績：３，２８９人（前年度末受給資格者数の７０．７％））。 

○ 被害者家族の声を受け、自動車事故被害者に必要な自賠責保険制度、各種支援制度

及び支援相談機関等の情報を網羅的に紹介するパンフレット「交通事故にあったときに

は」を平成２５年度に作成し、平成２６、２８年度には増刷を行った。また、同様の内容が
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②被害者家族が必要とする各種情報

の資料化･配付 

閲覧できるよう国土交通省ホームページの改修を実施。平成３０年度には掲載内容を一

部修正したうえでさらに増刷を行い、医療機関、相談機関、保険会社等へ配布して、各

種制度等を周知。 

○ 国土交通省及びＮＡＳＶＡにおいて、被害者団体の総会、学習会等に出席するととも

に、NASVA 支所において被害者団体との交流会を開催し、被害者援護制度を周知。 

○ ＮＡＳＶＡにおいて、警察庁主催の相談窓口、交通遺児等支援担当者意見交換会等に

参加し、被害者援護制度を周知するとともに、関係機関との連携を強化。 

○ ＮＡＳＶＡにおいて、報道関係者や被害者団体に対して情報提供を行うとともに、救命

救急センター等の病院、損保団体、ＪＡ共済、市区町村、関係機関等に対して被害者援

護制度の周知・協力依頼を継続的に実施。 
③関係機関への積極的な PR･広報活

動 

 

(3)被害者団体の活動の支

援 

 

 

 

 

①国土交通省､自動車事故対策機構

による被害者団体等の活動の後援 
○ 国土交通省、ＮＡＳＶＡにおいて､被害者団体の講演会、全国大会等を後援するととも

に、同会合に参加し、意見交換を実施。 

②被害者の活動の広報 

○ 国土交通省ホームページにおいて、自動車事故関係被害者団体の情報を掲載し、広く

一般に紹介。 

○ ＮＡＳＶＡの訪問支援や在宅介護相談時に、被害者団体等を紹介。 
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３．損害賠償の保障の充実 

 

(1)高次脳機能障害認定シ

ステムの充実 

 

現行の高次脳機能障害システムにつ

いて、専門家の意見を踏まえ問題の有

無等を検討 

○ 損害保険料率算出機構では専門家による検討委員会による報告書を受けて、平成３０

年７月より、ＭＴＢＩ等の診断がなされている事案を審査対象要件に明記する等、高次脳

機能障害認定システムの見直しを実施。 

  ① 画像所見が認められなくてもＭＴＢＩ、軽度外傷性脳損傷の診断がなされている事案

について、審査対象を選別する要件に追加した。 

  ② ＭＲＩ、ＣＴ等の画像所見が認められず、ＭＴＢＩ、軽度外傷性脳損傷との診断がなさ

れている事案については、認定困難事案として、損害保険料率算出機構の本部審

査会において審査・認定を行うこととした。 

  ③ 医師等に送付する調査様式について、救急搬送時の記録、他院への診療情報提

供書及び退院時サマリー等の提供を依頼する記載を追加した。 

   

  ＜参考＞自賠責保険（共済）審査会（高次脳機能障害専門部会）における審査件数 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

審査件数 4,814 件 5,261 件 5,288件 5,342 件 5,462 件 5,328 件 5,107 件 5,098 件 

 

○ 国土交通省自動車局保障制度参事官室に、平成２３年１０月に「専門官（新障害担当）

」を設置し、自賠責保険分野における脳機能の障害など、新たな障害分野に関する知見

を蓄積し、情報の収集・分析等を行うとともに、認定審査、支払適正化を図っている。 

○ MTBI や脳脊髄液減少症等の脳機能に関する新たな障害について、それぞれ厚生労

働省と連携強化を図るとともに、障害に関する厚生労働省の研究成果等について保険

会社に対し周知を図り、自動車関連団体に対しても啓発を図った。 
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(2)政府保障事業における

運用の変更 

 

可能な限り自賠責保険に近い損害て

ん補が行われるよう運用を変更 

○ 政府保障事業の損害てん補基準を一般国民に開示するため、これを告示したほか、

平成１９年４月より、被害者救済の充実を図る観点から、通常の過失相殺に比べて、減

額される範囲が大幅に緩和される重過失減額制度を導入するとともに、好意同乗減額

制度及び親族間事故の慰謝料減額制度を廃止した。 

○ 保険法制定に合わせ、自賠法を改正し、政府保障事業への請求時効を２年から３年に

延長（平成２２年４月１日施行）。 

【参考】自賠責保険の本人請求（１５条）、被害者請求（１６条）についても同様に、請求時効

を２年から３年に延長（平成２２年４月１日施行）。 

４．その他の被害者救済対策 

 

(1)診療報酬基準案の全国

的な浸透 
診療報酬基準案の全国的な浸透 

○ 平成２７年１１月に山梨県で導入されたことにより、全 47 都道府県で診療報酬基準案

が導入された。 

○ ただし、各都道府県での実施状況は差が大きく、今後、診療報酬基準案のさらなる定

着に努めていく。 

(2)自賠責保険の保険金限

度額の検証 

自賠責保険の保険金限度額につい

て、現時点の総損害額を実態調査し、

現行水準を検証 

○ 損害保険協会等の協力により、平成 29 年度の死亡及び重度後遺障害に該当する事

案の一括払い平均支払い額の実態調査を行い、過去の検証結果との比較を行ったとこ

ろ、損害額に大きな変動は見られなかった。 

 （年度） H17 H19 H23 H27 H29 

死亡 37,138

千円 

37,724 

千円 

37,029 

千円 

37,236 

千円 

38,377 

千円 

後遺障害別表第一

第１等級 

54,882 

千円 

58,125 

千円 

59,213 

千円 

59,476 

千円 

59,313 

千円 
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(3)自賠責保険金の支払適

正化措置等の充実 

①より確実に過小払い等に関する事

後チェックが働くよう国土交通省に

おける審査システムの改善等審査

体制の強化 

○ 保険金支払に関する重要事案審査について、より効率的、迅速に業務を実施するた

め、平成２４年度に審査システムを再構築し、業務の見直しを実施。  

②紛争処理機構の審査体制の充実 

○ 事務処理の効率化を推進し、紛争処理日数の短縮化等を図った。 

 

○ 紛争処理委員は、平成２０年７月以降１００名を超える体制（平成３０年度：１００名）とし

ており、紛争処理委員会の開催回数は、平成１９年度以降毎年２００回を超える開催回

数（平成３０年度：２１８回）を実施している。 

(4)重度後遺障害者の生活

支援に関する議論等 

生活支援に係る障害福祉施策の現

状、「親なき後」の実態等の把握に努

めるとともに、実現可能な生活支援の

方策が考えられないか、財源に十分に

配慮しつつ関係者と真摯な議論を継

続 

○ 平成２０年度に実施した「親なき後」の実態調査を踏まえ、平成２１年度に介護者が「親

なき後」に備えるため、成年後見、入所施設、相談先等に関する情報を一部地域ではあ

るが、国土交通省において試行的にウェブサイトを整備し、運用を行った。 

平成２６年５月には NASVAホームページにサイトを開設し、段階的に各地域の調査を

進め、調査結果を逐次反映してきた。平成３０年度において全国地域の調査を終了し、

その情報を反映させた。 

今後も情報の更新等を行いつつ継続的に運用。 

 

○ 介護者なき後（親なき後）を見すえた日常生活支援の充実のため、在宅重度後遺障害

者が地域のグループホーム等障害者支援事業所での支援を受け、安心して生活するこ

とができるよう、平成３０年度より、障害者支援施設及びグループホームに対し、設備導

入や介護人材確保に係る経費への補助事業を開始。 

（選定事業者数実績 ：平成３０年度、２３事業者  令和元年度、１６事業者） 

 

○ さらに、重度後遺障害者及びその家族等のニーズ等を踏まえ、必要な支援の充実を図

るとともに、関係機関の動向を踏まえつつ、更なる介護者なき後（親なき後）への対応に

ついて、引き続き検討。 
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(5)保険会社等による対応 

保険会社等に関して、自賠責保険の

支払いにつき、「一層の適正化」を図る

ための検討を行い、適切な対応を行

う。 

保険会社等においては、附帯決議に

係る各事項に基づいて検討を行い、適

切な対応を行うことが適当である。 

（附帯決議） 

・公平性の確保、被害者等に対する

情報の開示及び説明等の充実を含

め、一層の支払いの適正化を図る。 

・運用益事業について事業の必要性

及び実施方法を見直すとともに、その

情報を公開する。 

・自賠責保険料の適正かつ効率的な

運用を図り、従来以上に被害者に対し

配慮する。 

・徹底した各種経費の削減及び合理

化に努める。 

○ 後遺障害事案等（高次脳機能障害、非器質性精神障害等）の丁寧な案内を実施。 

○ 支払適正化に向けた業務の見直しの検討・実施（一括払制度にかかる説明の充実に

向けて平成 30 年度にパンフレットを改定） 

○ 被害者救済対策や事故発生防止対策等を目的として実施している運用益事業につい

ては、第三者委員で構成される自賠責運用益使途選定委員会で審議のうえ、自賠責保

険審議会（金融庁）へも報告し、情報を公開している。 

○ 保険会社において社費（人件費・物件費）削減努力を行っており、自賠責審議会におい

て、毎年、ノーロス・ノープロフィットの原則に基づき、保険会社の社費を含む自賠責保険

料率全体の適切性を確認している。 
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５．事故発生防止対策 

 今後の事故発生防止対策 

ドライバーに起因して発生する事故

をより確実に減少させることができるよ

う不断の見直しを行い、重点化に努め

る。 

○ 平成２１年に策定した「事業用自動車総合安全プラン2009」に代わる新たなプランとし

て、「事業用自動車総合安全プラン2020」を平成２９年６月に策定し、令和２年までの事

業用自動車の事故による死者数を235人以下、事故件数を23,100件以下とする新たな事

故削減目標の設定を行った。これらの達成に向けた各種重点施策を、国土交通省・事

業者など関係者一丸となって実施するとともに、随時フォローアップを行っている。 

○ 平成２８年１月に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、二度とこのような悲惨な事

故を起こさないよう、同年６月にとりまとめた８５項目に及ぶ「安全・安心な貸切バスの運

行を実現するための総合的な対策」を着実に実施している。 

○ 睡眠呼吸障害、脳疾患、心疾患等の主要疾病の早期発見に寄与する各種スクリーニ

ング検査をより効果的なものとして普及させるため、平成２７年９月に、「事業用自動車

健康起因事故対策協議会」を立ち上げ、スクリーニング検査の普及に向けた課題を整理

するための事業者へのアンケート調査や、ガイドラインの策定等を行っている。 

○ 「事業用自動車事故調査委員会」において、社会的影響の大きな事業用自動車の重

大事故について、背景にある組織的・構造的問題の更なる解明を図るなど、より高度か

つ複合的な事故要因の調査分析を行っており、平成３１年３月末現在、３３件の報告書

を公表し、１２件の調査を実施している。 

６．引き続き検討すべき課題 

 (1)救急治療の支援 

ＡＥＤによる応急救護、ドクターヘリと

いった新たな救急手段の動向を踏まえ

つつ､厚生労働省における施策との連

携･協力を検討 

○ ドクターヘリについては、厚生労働省等により運航経費の補助が行われている。また、

損害保険協会及びＪＡ共済連においては、これに合わせて運用益を活用して講習会等

に要する費用の補助を行っている。 
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 (2)無保険車対策 
関係省庁との調整による効果的な無

保険車対策を検討 

○ 無保険車対策として次の対策を実施。 

 ①自賠責制度の広報・啓発 

 ②警察と協力した街頭取締り 

 ③保険加入状況管理業務 

 ④駅前広場等における監視活動 

○ 原付等の無保険車の取締り強化に資するとともに、ユーザーも自ら保険期間を認識し

やすくするよう保険標章（ステッカー）の色を保険契約が満期となる年ごとに変更（平成２

３年４月１日施行）。 

 

○ 保険加入状況管理システム（軽二輪・原付）について、保険会社から入手する契約デ

ータを統一化。 

 

○ 無保険車対策の拡充を図るため、地方運輸局等に対する通達を改正（平成３１年４月

施行）。 

 


